
横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業実施要綱 

 

制  定 令和７年５月 27日 こ障福第 272号（局長決裁） 

最近改正 令和８年４月１日 こ障福第 4031号（局長決裁） 

（目的） 

第１条 この要綱は、在宅で生活する常時医学的管理が必要な医療的ケア児・者の介護を行う家族の介

護負担の軽減や休息時間の確保を図ることを目的として実施する、横浜市医療的ケア児・者レスパイ

ト事業（以下「本事業」という。）の実施について必要な事項を定めるものとする。 

 

（実施主体） 

第２条 本事業の実施主体は、横浜市とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

 (1) 医療的ケア 

    人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為 

    （医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和３年法律第 81号）第２条第１項

の定めによる） 

 (2) 医療的ケア児・者 

    日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児・者 

 (3) 家族 

    医療的ケア児・者の保護者等で現に医療的ケア児・者の介護を行っている者 

 (4) 認定特定行為業務従事者 

    厚生労働省が定める喀痰吸引等研修実施要綱に基づく研修を修了し、都道府県から認定特定行

為業務従事者認定証の交付を受けた者 

 

（事業の対象者） 

第４条 本事業の対象者は、次の各号に定める要件を満たす者の家族とする。 

 (1) 横浜市内に住所を有する者であること。 

 (2) 常時医学的管理が必要な医療的ケア児・者であること。なお、認定特定行為業務従事者によるサ

ービスの提供体制が整っている医療的ケア児・者及び介護保険対象者は除く。 

 

（事業内容） 

第５条 本事業は、市が別に委託契約を締結する訪問看護事業者（以下「事業者」という。）から看護師

を派遣し、家族の代わりに医療的ケア及び療養上の世話を行うものとする。ただし、訪問看護事業者

が、医療的ケア及び療養上の世話を提供できないと判断した場合は、この限りではない。 

 

（事業者の要件） 

第６条 本事業の実施において、訪問看護事業者が満たすべき要件は次の各号のとおりとする。 

(1) 健康保険法（大正 11年法律第 70号）第 88条第１項で規定する指定訪問看護事業者であること 

(2) 直近５年間に小児看護もしくは重症心身障害児・者における医療ケアの実績を継続的に有する

者であること 



(3) 賠償責任保険への加入等、事業者の責において発生した被害に対して適切に補償を行う体制を

とっていること 

 

（利用時間） 

第７条 本事業を利用できる時間は次の各号に定めるとおりとする。 

(1) １日に１回を利用限度とし、１回あたりの利用時間は 30分以上２時間以内とする。 

(2) １年度（４月１日から翌年３月 31日まで）あたりの上限は 24時間とする。 

２ 緊急時の利用など、市長が認める場合は前項に定める時間を超えて利用できるものとする。 

 

  (事業に要する費用) 

第８条 市長は、事業に要する費用の一部を事業者へ支払うものとし、額は別表に定めるとおりとする。 

２ 利用上限を超える費用や他に発生する費用（交通費やキャンセル料等）については、この要綱の定

めによらないものとする。 

 

（事業所の登録） 

第９条 本事業を実施する事業所は、横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業所登録（変更）申請書（第

１号様式）（以下「第１号様式」という。）を市長に提出するものとする。 

 

 （事業所の登録承認） 

第 10 条 市長は、前条の規定による登録の申請があったときは、本事業における事業所の登録につい

て承認又は不承認の決定を行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定による承認を行ったときは、横浜市医療的ケア児・者レスパイト事業所登録（変

更）通知書（第２号様式）（以下「第２号様式」という。）により、前項の規定による登録を受けた事

業所（以下「登録事業所」という。）に通知するものとする。 

３ 市長は、登録事業所を運営する事業者と委託契約を締結する。 

 

 （事業所登録の変更） 

第 11 条 登録事業所は、事業所登録の内容に変更が生じる場合には、第１号様式を市長に提出するも

のとする。 

 

 （事業所登録の変更措置） 

第 12 条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときには、事業所登録内容の変更について承認又

は不承認の決定を行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定による承認を行ったときは、第２号様式により、登録事業所に対し通知する。 

 

（利用の申請） 

第 13条 本事業の利用を希望する者（以下「申請者」という。）は、横浜市医療的ケア児・者レスパイ

ト利用登録（変更）申請書（第３号様式）（以下「第３号様式」という。）を登録事業所に提出するも

のとする。 

２ 申請者から第３号様式の提出を受けた登録事業所は、同書類の記入内容及び同意事項への同意がな

されていることを確認したうえで、主治医からの指示書の写しを添えて市長に提出するものとする。 

３ 前項の規定により登録事業所が利用登録申請を行った場合、市長は別表に定める手数料を支払う。 



 

（利用登録決定） 

第 14 条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、利用登録の承認又は不承認について決定

を行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、横浜市医療的ケア児・者レスパイト利用登録（変

更）通知書（第４号様式）（以下「第４号様式」という。）により、申請者に通知するものとする。 

 

（変更の申請） 

第 15 条 利用決定を受けた者（以下「利用者」という。）は、利用登録の内容に変更が生じる場合は、

第３号様式を登録事業所に提出するものとする。 

２ 利用者から第３号様式の提出を受けた登録事業所は、同書類の内容を確認したうえで、主治医から

の指示書の写しを添えて市長に提出するものとする。 

 

 （変更措置） 

第 16 条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときには、利用登録内容の変更について承認又は

不承認の決定を行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定による承認を行ったときは、第４号様式により、申請者に通知するものとする。 

 

（利用登録の取消） 

第 17 条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用登録を取り消すことができる

ものとする。 

(1) 第４条に規定する要件を喪失したとき 

(2) 虚偽その他不正の手段により申請、利用等を行ったとき 

(3) その他市長が不適当と認めるとき 

２ 市長は前項の規定により取消した旨を第４号様式により利用者に対し通知する。ただし、第１項第

１号による取消の場合は、通知を行わないものとする。 

３ 第１項の規定により利用登録が取り消された場合、市長は第８条第１項に定める支払いを行わない。 

 

（事業の利用） 

第 18条 利用者が本事業の利用を開始するときは、第４号様式を登録事業所に提示する。 

２ 登録事業所は利用者に対し第４号様式裏面の同意事項について説明し、利用者が同意していること

を確認したうえでサービスの提供を開始する。 

３ 本事業を医療保険制度による訪問看護と連続して利用する場合は、医療保険制度を優先して利用す

ることとする。 

 

（実績報告） 

第 19 条 登録事業所は、本事業の実施について横浜市医療的ケア児・者レスパイト実績記録票（第５

号様式）により別途定める日までに市長に報告するものとする。 

 

（電子情報処理組織による交付の申請） 

第 20条 市長は、第９条、第 11条、第 13条第２項、第 15条第２項に規定する申請について、電子情

報処理組織（市の機関等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）とその手続等の相



手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を

使用して行わせることができる。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請については、第９条、第 11 条、第 13

条第２項、第 15条第２項に規定する方法により行われたものとみなして、本要綱の規定を適用する。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請は、当該申請を受ける市の機関等の

使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関等に到達したもの

とみなす。 

４ 前項の場合において、市長は第９条、第 11条、第 13条第２項、第 15条第２項に掲げる書類につい

て、当該書類の電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）の提出

をもって当該書類の添付に代えさせることができる。 

 

（関係書類の保存） 

第 21 条 登録事業所は本事業の実施に際して作成した帳票類を、作成の翌年度から５年間保存しなけ

ればならない。保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意す

るものとする。 

２ 保存年限の過ぎた帳票類を廃棄する場合は、裁断または溶解処理を確実に実施するものとする。廃

棄後は、廃棄証明書を市長に提出する。 

 

（その他） 

第 22 条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項はこども青少年局長が別に定

める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和７年５月 27日から施行する。 

附 則 

この要綱は令和８年３月１日から施行し、令和７年９月１日に遡及して適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



別表（第８条、第 13条関係） 

対象経費 金額 

指定訪問看護事業所が対象者宅に訪問して行う

看護（健康保険法の適用対象となる訪問看護を除

く）に係る費用 

１時間あたり 9,000円（対象者１名につき、１年

度あたり 24時間を上限とする。） 

ただし、30分以上１時間未満のサービス提供につ

いては 4,500円とする。 

なお、１時間を超えたサービス提供については、

30 分あたり 4,500 円とし、30 分に満たない場合

は切り捨てて計算する。 

利用を希望する者への事業説明、利用登録申請に

かかる事務及び利用時間の管理、これら一連の業

務の実施に対する費用 

利用登録承認された者１名あたり 1,000円 

 


